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 後期高齢者医療制度の仕組み 

１ 後期高齢者医療制度の仕組み 

 

 

 

 

２ 保険料率の算出方法(2年間の保険財政期間で算出) 

 

 

 

 

 

 

             均等割分 ÷ 被保険者数見込み          ＝ 均等割額 

  賦課総額⇒        

所得割分 ÷ 総所得金額(限度額超過分を除く)  ＝  所得割率 ※ 

 

※ 令和６・７年度については、令和５年度の基礎控除後の総所得金額等が 58万円を超えない 

方は、激変緩和措置として令和６年度の所得割率を 10.92％とする。 

 

 

 

 

 

後期高齢者医療広域連合 

公費《約 5割 【国:都道府県:市区町村＝４：１：１】 

後期高齢者支援金（現役世代の保険料）《約 4割》 

医療
機関
等

高齢者の保険料 
《約 1割》 

患者負担
1 割
割・3 割

医療給付等の
支給 9 割

割・7 割

医療
等の
提供

保険料

・保健事業

・審査支払手数料

(国・道・市町村

(
・剰余金

保険料

(賦課総額

― ＝

53％ 

47％ 

参考資料 

保険料



2 

 

３ 令和６・７年度の保険料率算出内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費用の見込み
(

1兆 9,493億円 

9,871億円 

( 4 割

7,524億円 保険料

1,845億円 

 

（53％

978億円 

978億円 均等割額

52,953円 

所得割

（47％） 

867億円 

867億円 

賦課の元となる

所得金額の合計

所得割率※

11.79％ 

※令和５年度の基礎控除後の総所得金額等が 58

激変緩和措置として令和６年度の所得割率を 10.92％とする。

253億円 


